
千葉市立小学校、中学校及び特別支援学校の通学区域に関する

規則の一部を改正する規則をここに公布する。  

令和５年７月２０日  

千葉市教育委員会教育長  鶴  岡  克  彦  

千葉市教育委員会規則第１１号  

千葉市立小学校、中学校及び特別支援学校の通学区域に関す

る規則の一部を改正する規則  

千葉市立小学校、中学校及び特別支援学校の通学区域に関する

規則（昭和４４年千葉市教育委員会規則第１号）の一部を次のよ

うに改正する。  

別表第１千葉市立小中台中学校の部千葉市立園生小学校の項中

「小仲台５丁目の一部」を「小仲台５丁目８３０番１０号、３０

号、３１号」に、同表千葉市立千草台中学校の部千葉市立千草台

小学校の項中「５番２０号」を「５番１９号、２０号」に、同表

千葉市立都賀中学校の部千葉市立都賀小学校の項中「５番２０号」

に「５番１９号、２０号」に改める。  

附  則  

この規則は、令和６年４月１日から施行する。ただし、千葉市

立千草台小学校の項及び千葉市立都賀小学校の項の改正規定は、

公布の日から施行する。  

 

 


